
○
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号

特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
共
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
八
号

）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
共
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
八
号

）
第
二
条
第
三
項
及
び
第
九
項
、
第
六
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
及
び
同
法
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
七
条
第
三
項
並
び
に
第
十
九
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
並
び
に
同
法
、
文
部
科
学
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
六
号
）
及
び
文
部
科
学
省
組
織
令
（
平
成
十

二
年
政
令
第
二
百
五
十
一
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
共
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
及
び
文
部
科
学
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
五
日

文
部
科
学
大
臣

盛
山

正
仁

特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
共
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
文
部
科
学
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令

（
特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
共
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
共
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る



改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記

部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も

の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
二
条
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
施
設
）

（
法
第
二
条
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
二
条

法
第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
放
射
光
を
放
射

第
二
条

法
第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
放
射
光
を
放
射

す
る
電
子
ビ
ー
ム
又
は
陽
電
子
ビ
ー
ム
の
エ
ミ
ッ
タ
ン
ス
（
当
該
電
子
ビ
ー
ム
又

す
る
電
子
又
は
陽
電
子
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
八
ギ
ガ
電
子
ボ
ル
ト
以
上
に
す
る
能
力

は
陽
電
子
ビ
ー
ム
の
中
心
か
ら
当
該
電
子
ビ
ー
ム
又
は
陽
電
子
ビ
ー
ム
中
の
電
子

を
有
す
る
施
設
と
す
る
。

又
は
陽
電
子
ま
で
の
距
離
の
標
準
偏
差
に
当
該
電
子
ビ
ー
ム
又
は
陽
電
子
ビ
ー
ム

の
発
散
角
度
の
標
準
偏
差
を
乗
じ
た
値
を
い
う
。
）
を
三
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
・
ラ
ジ

ア
ン
以
下
に
す
る
能
力
を
有
す
る
施
設
と
す
る
。

２
・
３

[

略]

２
・
３

[

同
上]

４

法
第
二
条
第
九
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
大
学
共
同
利
用
機
関

４

法
第
二
条
第
九
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
大
学
共
同
利
用
機
関

法
人
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
加
速
器
研
究
機
構
（
第
四
条
第
四
項
第
六
号
及
び
第
十
六
条

法
人
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
加
速
器
研
究
機
構
（
第
四
条
第
三
項
第
六
号
及
び
第
十
六
条

第
六
項
第
九
号
に
お
い
て
「
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
加
速
器
研
究
機
構
」
と
い
う
。
）
に

第
四
項
第
九
号
に
お
い
て
「
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
加
速
器
研
究
機
構
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
設
置
さ
れ
る
施
設
と
す
る
。

よ
り
設
置
さ
れ
る
施
設
と
す
る
。

（
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
、
理
化
学
研
究
所
及
び
日
本
原
子
力
研
究
開
発

（
理
化
学
研
究
所
及
び
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
作
成
す
る
実
施
計
画
の
認

機
構
が
作
成
す
る
実
施
計
画
の
認
可
の
申
請
）

可
の
申
請
）

第
三
条

国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
量
子
科
学

第
三
条

国
立
研
究
開
発
法
人
理
化
学
研
究
所
（
以
下
「
理
化
学
研
究
所
」
と
い
う
。
）

技
術
研
究
開
発
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
六
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り

は
、
法
第
六
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
実
施
計
画
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

実
施
計
画
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
毎
事
業
年
度
開
始
前
に
、
実
施

と
き
は
、
毎
事
業
年
度
開
始
前
に
、
実
施
計
画
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
て
申
請

計
画
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
理
化
学
研
究
所
（
以
下
「
理
化
学
研
究

[
項
を
加
え
る
。]

所
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
六

条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
条
第
三
項
前
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
（
以
下

２

前
項
の
規
定
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
日



「
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
六
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
条
第
五
項

い
て
、
同
項
中
「
第
六
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
三
項
に
お
い

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
前
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
前
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
設
置
者
が
作
成
す
る
実
施
計
画
の
記
載
事
項
）

（
特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
設
置
者
が
作
成
す
る
実
施
計
画
の
記
載
事
項
）

第
四
条

量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
が
作
成
す
る
特
定
放
射
光
施
設
に
係
る
実

[

項
を
加
え
る
。]

施
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

放
射
光
共
用
施
設
の
建
設
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画

二

放
射
光
共
用
施
設
の
運
転
に
関
す
る
計
画

三

施
設
利
用
研
究
を
行
う
者
に
対
す
る
研
究
等
に
必
要
な
放
射
光
の
提
供
に
関

す
る
計
画

四

放
射
光
共
用
施
設
の
利
用
条
件
に
関
す
る
事
項

五

利
用
促
進
業
務
（
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
量
子
科
学
技
術
研
究

開
発
機
構
が
行
わ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
業
務
を
除
く
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ

る
事
項

イ

放
射
光
共
用
施
設
を
利
用
し
て
研
究
等
を
行
う
者
の
選
定
に
お
け
る
次
に

掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
基
本
的
な
方
向

放
射
光
共
用
施
設
を
利
用
し
て
重
点
的
に
行
う
べ
き
研
究
等
の
分
野
に

(1)
関
す
る
事
項

基
礎
的
、
応
用
的
及
び
開
発
的
な
研
究
等
に
対
す
る
放
射
光
共
用
施
設

(2)
の
利
用
時
間
の
配
分
に
関
す
る
事
項

ロ

放
射
光
共
用
施
設
を
利
用
し
て
研
究
等
を
行
う
者
の
募
集
及
び
選
定
の
実

施
に
関
す
る
計
画

ハ

放
射
光
共
用
施
設
の
利
用
時
間
の
設
定
に
関
す
る
事
項

ニ

放
射
光
専
用
施
設
を
設
置
す
る
者
の
募
集
及
び
選
定
の
実
施
並
び
に
放
射

光
専
用
施
設
を
利
用
し
て
研
究
等
を
行
う
者
（
放
射
光
専
用
施
設
を
設
置
す

る
者
を
除
く
。
次
項
第
五
号
ニ
並
び
に
第
十
六
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四



項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
募
集
及
び
選
定
の
支
援
の
実
施
に
関
す
る

計
画

ホ

利
用
支
援
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画

ヘ

利
用
支
援
業
務
を
担
当
す
る
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
措
置
そ
の
他
利

用
支
援
業
務
の
充
実
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

六

一
般
財
団
法
人
光
科
学
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
に
関
す
る
事

項
七

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

理
化
学
研
究
所
が
作
成
す
る
特
定
放
射
光
施
設
に
係
る
実
施
計
画
に
は
、
次
に

第
四
条

理
化
学
研
究
所
が
作
成
す
る
特
定
放
射
光
施
設
に
係
る
実
施
計
画
に
は
、

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

[

略]

一
～
四

[

同
上]

五

利
用
促
進
業
務
（
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規

五

利
用
促
進
業
務
（
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
理
化
学
研
究
所
が
行

定
に
よ
り
、
理
化
学
研
究
所
が
行
わ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
業
務
を
除
く
。
次
項

わ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
業
務
を
除
く
。
次
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関

第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
～
ハ

[

略]

イ
～
ハ

[

同
上]

ニ

放
射
光
専
用
施
設
を
設
置
す
る
者
の
募
集
及
び
選
定
の
実
施
並
び
に
放
射

ニ

放
射
光
専
用
施
設
を
設
置
し
て
こ
れ
を
利
用
し
た
研
究
等
を
行
う
者
の
募

光
専
用
施
設
を
利
用
し
て
研
究
等
を
行
う
者
の
募
集
及
び
選
定
の
支
援
の
実

集
及
び
選
定
の
実
施
に
関
す
る
計
画

施
に
関
す
る
計
画

ホ
・
ヘ

[

略]

ホ
・
ヘ

[

同
上]

六

[

略]

六

[

同
上]

３

[

略]

２

[

同
上]

４

日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
作
成
す
る
特
定
中
性
子
線
施
設
に
係
る
実
施
計

３

日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
作
成
す
る
特
定
中
性
子
線
施
設
に
係
る
実
施
計

画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

[

略]
一
～
四

[

同
上]

五

利
用
促
進
業
務
（
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規

五

利
用
促
進
業
務
（
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
行
わ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
業
務
を

定
に
よ
り
、
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
行
わ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
業
務
を

除
く
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

除
く
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項



イ
～
ハ

[

略]

イ
～
ハ

[

同
上]

ニ

中
性
子
線
専
用
施
設
を
設
置
す
る
者
の
募
集
及
び
選
定
の
実
施
並
び
に
中

ニ

中
性
子
線
専
用
施
設
を
設
置
し
て
こ
れ
を
利
用
し
た
研
究
等
を
行
う
者
の

性
子
線
専
用
施
設
を
利
用
し
て
研
究
等
を
行
う
者
（
中
性
子
線
専
用
施
設
を

募
集
及
び
選
定
の
実
施
に
関
す
る
計
画

設
置
す
る
者
を
除
く
。
第
十
六
条
第
六
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
募

集
及
び
選
定
の
支
援
の
実
施
に
関
す
る
計
画

ホ
・
ヘ

[

略]

ホ
・
ヘ

[

同
上]

六
・
七

[

略]

六
・
七

[

同
上]

（
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
、
理
化
学
研
究
所
及
び
日
本
原
子
力
研
究
開
発

（
理
化
学
研
究
所
及
び
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
作
成
す
る
実
施
計
画
の
変

機
構
が
作
成
す
る
実
施
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

更
の
認
可
の
申
請
）

第
五
条

量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
は
、
法
第
六
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

第
五
条

理
化
学
研
究
所
は
、
法
第
六
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
実
施
計
画
の

り
実
施
計
画
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る

変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の

事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
理
化
学
研
究
所
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

[

項
を
加
え
る
。]

同
項
中
「
第
六
条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
条
第
三
項
後
段
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

２

前
項
の
規
定
は
、
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
六
条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
条
第

合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
六
条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
三
項

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
後
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
後
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
利
用
支
援
業
務
担
当
者
の
数
）

（
利
用
支
援
業
務
担
当
者
の
数
）

第
八
条

法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
数
は
、
次
の
表

第
八
条

法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
数
は
、
次
の
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
利
用
支
援
業
務
を
担
当
す
る
者
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

の
中
欄
に
掲
げ
る
利
用
支
援
業
務
を
担
当
す
る
者
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
数
と
す
る
。

る
数
と
す
る
。

特
定
先
端
大
型
研
究
施

利
用
支
援
業
務
を
担
当

数

特
定
先
端
大
型
研
究
施

利
用
支
援
業
務
を
担
当

数

設
の
区
分

す
る
者

設
の
区
分

す
る
者



特
定
放
射
光
施
設
（
量

一

研
究
実
施
相
談
者

六
人

特
定
放
射
光
施
設

一

研
究
実
施
相
談
者

五
十
六
人
（
常
勤
の

子
科
学
技
術
研
究
開
発

者
に
限
る
。
）

機
構
に
よ
り
設
置
さ
れ

二

安
全
管
理
者

一
人
（
常
勤
の
者
に

二

安
全
管
理
者

一
人
（
常
勤
の
者
に

る
も
の
に
限
る
。
）

限
る
。
）

限
る
。
）

特
定
放
射
光
施
設
（
理

一

研
究
実
施
相
談
者

五
十
八
人

化
学
研
究
所
に
よ
り
設

置
さ
れ
る
も
の
に
限

二

安
全
管
理
者

一
人
（
常
勤
の
者
に

る
。
）

限
る
。
）

特
定
高
速
電
子
計
算
機

一

研
究
実
施
相
談
者

十
四
人

特
定
高
速
電
子
計
算
機

一

研
究
実
施
相
談
者

十
四
人
（
常
勤
の
者

施
設

施
設

に
限
る
。
）

[

略]
[

略]
[

同
上]

[

同
上]

[

略]
[

略]
[

同
上]

[

同
上]

特
定
中
性
子
線
施
設

一

研
究
実
施
相
談
者

十
四
人

特
定
中
性
子
線
施
設

一

研
究
実
施
相
談
者

十
人
（
常
勤
の
者
に

限
る
。
）

[

略]
[

略]
[

同
上]

[

同
上]

（
登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
作
成
す
る
実
施
計
画
の
記
載
事
項
）

（
登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
作
成
す
る
実
施
計
画
の
記
載
事
項
）

第
十
二
条

登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
作
成
す
る
特
定
放
射
光
施
設
（
量
子
科
学

[

項
を
加
え
る
。]

技
術
研
究
開
発
機
構
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
実
施
計
画
に

は
、
当
該
登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
利
用
促
進
業
務
に
関

し
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
作
成
す
る
特
定
放
射
光
施
設
（
理
化
学
研
究
所
に

第
十
二
条

登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
作
成
す
る
特
定
放
射
光
施
設
に
係
る
実
施

よ
り
設
置
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
実
施
計
画
に
は
、
当
該
登
録
施
設
利

計
画
に
は
、
当
該
登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
利
用
促
進
業

用
促
進
機
関
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
利
用
促
進
業
務
に
関
し
、
第
四
条
第
二
項
第

務
に
関
し
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項



五
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

３

登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
作
成
す
る
特
定
高
速
電
子
計
算
機
施
設
に
係
る
実

２

登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
作
成
す
る
特
定
高
速
電
子
計
算
機
施
設
に
係
る
実

施
計
画
に
は
、
当
該
登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
利
用
促
進

施
計
画
に
は
、
当
該
登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
利
用
促
進

業
務
に
関
し
、
第
四
条
第
三
項
第
六
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事

業
務
に
関
し
、
第
四
条
第
二
項
第
六
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
作
成
す
る
特
定
中
性
子
線
施
設
に
係
る
実
施
計
画

３

登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
作
成
す
る
特
定
中
性
子
線
施
設
に
係
る
実
施
計
画

に
は
、
当
該
登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
利
用
促
進
業
務
に

に
は
、
当
該
登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
利
用
促
進
業
務
に

関
し
、
第
四
条
第
四
項
第
五
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

関
し
、
第
四
条
第
三
項
第
五
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

研
究
実
施
相
談
者
の
う
ち
一
名
以
上
が
非
常
勤
の
者
で
あ
る
登
録
施
設
利
用
促

[

項
を
加
え
る
。]

進
機
関
が
作
成
す
る
実
施
計
画
に
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
事
項

の
ほ
か
、
利
用
支
援
業
務
の
質
の
維
持
向
上
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
更
新
の
手
続
）

（
登
録
の
更
新
の
手
続
）

第
十
四
条

特
定
放
射
光
施
設
及
び
特
定
中
性
子
線
施
設
に
係
る
登
録
施
設
利
用
促

第
十
四
条

登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を

進
機
関
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
登
録
の
有
効
期
間
満
了
の
日
の
九
十
日
前
か
ら
三
十

登
録
の
有
効
期
間
満
了
の
日
の
九
十
日
前
か
ら
三
十
日
前
ま
で
の
間
に
第
六
条
第

日
前
ま
で
の
間
に
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
同

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書

条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

類
を
添
え
て
、
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
特
定
高
速
電
子
計
算
機
施
設
に
係
る
登
録
施
設
利
用
促
進
機

[

項
を
加
え
る
。]

関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
同
条
第
二
項
各
号
」

と
あ
る
の
は
、
「
同
条
第
三
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
規
程
の
認
可
の
申
請
）

（
業
務
規
程
の
認
可
の
申
請
）

第
十
六
条

[

略]

第
十
六
条

[
同
上]



２

[
略]

２

[

同
上]

３

特
定
放
射
光
施
設
（
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
も
の

[

項
を
加
え
る
。]

に
限
る
。
）
に
係
る
登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
法
第
十
七
条
第
三
項
の
業
務
規

程
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

放
射
光
共
用
施
設
を
利
用
し
て
研
究
等
を
行
う
者
の
募
集
及
び
選
定
の
方
法

二

放
射
光
専
用
施
設
を
設
置
す
る
者
の
募
集
及
び
選
定
並
び
に
放
射
光
専
用
施

設
を
利
用
し
て
研
究
等
を
行
う
者
の
募
集
及
び
選
定
の
支
援
の
方
法

三

選
定
委
員
会
の
構
成
及
び
選
定
委
員
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項

四

利
用
者
選
定
業
務
の
公
正
の
確
保
に
関
す
る
事
項

五

研
究
実
施
相
談
者
の
配
置
に
関
す
る
事
項

六

施
設
利
用
研
究
を
行
う
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
及
び
相
談
そ
の
他
の
援
助

の
方
法

七

特
定
放
射
光
施
設
に
お
け
る
研
究
者
等
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
事
項

八

利
用
促
進
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
の
管
理
及
び
秘
密
の
保
持
に
関
す

る
事
項

九

利
用
促
進
業
務
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
の
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
及

び
一
般
財
団
法
人
光
科
学
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
に
関
す
る
事

項
十

そ
の
他
利
用
促
進
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

４

特
定
放
射
光
施
設
（
理
化
学
研
究
所
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に

３

特
定
放
射
光
施
設
に
係
る
登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
法
第
十
七
条
第
三
項
の

係
る
登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
法
第
十
七
条
第
三
項
の
業
務
規
程
に
記
載
す
べ

業
務
規
程
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

[

略]

一

[

同
上]

二

放
射
光
専
用
施
設
を
設
置
す
る
者
の
募
集
及
び
選
定
並
び
に
放
射
光
専
用
施

二

放
射
光
専
用
施
設
を
設
置
し
て
こ
れ
を
利
用
し
た
研
究
等
を
行
う
者
の
募
集

設
を
利
用
し
て
研
究
等
を
行
う
者
の
募
集
及
び
選
定
の
支
援
の
方
法

及
び
選
定
の
方
法

三
～
十

[

略]

三
～
十

[

同
上]

５

[

略]

４

[

同
上]



６

特
定
中
性
子
線
施
設
に
係
る
登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
法
第
十
七
条
第
三
項

５

特
定
中
性
子
線
施
設
に
係
る
登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
法
第
十
七
条
第
三
項

の
業
務
規
程
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

の
業
務
規
程
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

[
略]

一

[

同
上]

二

中
性
子
線
専
用
施
設
を
設
置
す
る
者
の
募
集
及
び
選
定
並
び
に
中
性
子
線
専

二

中
性
子
線
専
用
施
設
を
設
置
し
て
こ
れ
を
利
用
し
た
研
究
等
を
行
う
者
の
募

用
施
設
を
利
用
し
て
研
究
等
を
行
う
者
の
募
集
及
び
選
定
の
支
援
の
方
法

集
及
び
選
定
の
方
法

三
～
十

[

略]

三
～
十

[

同
上]

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
九
条

法
第
十
九
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

第
十
九
条

法
第
十
九
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
文
部
科
学
省

す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
文
部
科
学
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

[

略]

一

[

同
上]

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
を
も
っ
て

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に

調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

[

略]

２

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



別
記
様
式
第
一
及
び
別
記
様
式
第
二
中
「
特
定
放
射
光
施
設
」
を
「
特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
表
面
中
「第

2
4
条

第
１

項

」
を
「第

2
4
条

第
２

項

」
に
改
め
る
。

（
文
部
科
学
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

文
部
科
学
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
研
究
公
正
推
進
室
及
び
競
争
的
研
究
費
調
整
室
並
び
に
放
射
光
施
設
推
進
専
門

（
研
究
公
正
推
進
室
及
び
競
争
的
研
究
費
調
整
室
並
び
に
放
射
光
施
設
推
進
専
門

官
）

官
）

第
五
十
条

[

略]

第
五
十
条

[

同
上]

２
～
６

[

略]

２
～
６

[

同
上]

７

放
射
光
施
設
推
進
専
門
官
は
、
特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
共
用
の
促
進
に
関

７

放
射
光
施
設
推
進
専
門
官
は
、
放
射
光
施
設
（
特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
共

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
放

用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規

射
光
施
設
で
あ
っ
て
国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
が
設
置

定
す
る
放
射
光
を
使
用
し
て
研
究
等
を
行
う
た
め
の
施
設
を
い
い
、
同
項
に
規
定

す
る
も
の
の
整
備
及
び
利
用
等
の
推
進
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
の
企
画

す
る
特
定
放
射
光
施
設
を
除
く
。
）
の
整
備
及
び
利
用
等
の
推
進
に
関
す
る
専
門

及
び
立
案
に
当
た
る
。

的
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
当
た
る
。

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




